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白
居
易
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武
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 rendered in heyin rhym
e
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A

は
じ
め
に
（
先
行
研
究
と
、
本
稿
の
二
つ
の
目
的
）

中
唐
を
代
表
す
る
詩
人
白
居
易
（
七
七
二
〜
八
四
六
）
は
、
貞
元
十
六
年

（
八
〇
〇
）
に
進
士
に
及
第
し
、
元
和
元
年
（
八
〇
六
）
に
盩
厔
県
尉
に
任
ぜ
ら

れ
た
。
そ
の
後
、
元
和
二
年
（
八
〇
七
）、
憲
宗
の
も
と
、
天
子
の
詔
勅
の
起
草

を
掌
る
翰
林
学
士
に
な
り
、
元
和
三
年
（
八
〇
八
）
に
は
諌
官
の
左
拾
遺
に
な

る
な
ど
、
順
調
な
仕
途
を
歩
ん
で
い
た
。
ま
た
、
社
会
の
矛
盾
を
鋭
く
批
判
す

る
「
諷
諭
詩
」
の
作
品
類
も
制
作
し
て
い
た
。
し
か
し
、
元
和
六
年
（
八
一
一
）

に
母
陳
氏
が
没
し
、
喪
に
服
す
た
め
下
邽
に
退
居
す
る
こ
と
に
な
り
、
元
和
九
年

（
八
一
四
）
に
長
安
に
戻
る
と
、
太
子
左
賛
善
大
夫
と
い
う
不
本
意
な
閑
職
を
授

け
ら
れ
た
。

武ぶ

元げ
ん

衡こ
う

（
七
五
八
〜
八
一
五
）
は
、
建
中
四
年
（
七
八
三
）
に
進
士
に
及
第
し
、

貞
元
二
十
年
（
八
〇
四
）
に
御
史
中
丞
と
な
る
な
ど
、
徳
宗
か
ら
「
真
に
宰
相
の

器
」
と
称
さ
れ
た
。
元
和
二
年
（
八
〇
七
）
に
は
門
下
侍
郎
平
章
事
（
宰
相
）
を

拝
し
、
そ
の
後
、
門
下
侍
郎
平
章
事
を
も
っ
て
剣
南
西
川
節
度
使
に
充
て
ら
れ
た
。

任
地
に
向
け
て
出
発
す
る
時
、
憲
宗
が
わ
ざ
わ
ざ
安
福
門
ま
で
出
向
き
慰
労
し

た
。
蜀
で
実
績
を
上
げ
た
武
元
衡
は
、
元
和
八
年
（
八
一
三
）
に
朝
廷
に
呼
び
戻

さ
れ
、
中
興
を
期
す
憲
宗
の
信
頼
を
得
た
宰
相
と
し
て
、
藩
鎮
討
伐
を
託
さ
れ
る

な
ど
活
躍
し
た
。　　

武
元
衡
は
詩
も
巧
み
に
作
り
、
同
時
代
の
詩
人
た
ち
と
交

流
が
あ
っ
た
。
唐
の
張
為
『
詩
人
主
客
圖
』
で
は
「
瓌
奇
美
麗
主
」
と
称
え
ら
れ

て
い
る
。

さ
て
、
白
居
易
が
太
子
左
賛
善
大
夫
で
あ
っ
た
元
和
十
年
（
八
一
五
）
六
月
三

日
未
明
、
宰
相
武
元
衡
が
、
藩
鎮
の
放
っ
た
刺
客
に
襲
撃
さ
れ
て
絶
命
す
る
と
い

（
注
1
）

（
注
2
）

一



う
テ
ロ
事
件
が
発
生
し
た
。
白
居
易
は
、
そ
の
日
の
内
に
真
相
究
明
を
求
め
る
上

奏
文
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
行
動
が
越
権
と
非
難
さ
れ
、
こ
れ
を
契
機
と

し
て
、
以
前
か
ら
白
居
易
を
敵
視
す
る
者
か
ら
批
判
が
起
こ
り
、
白
居
易
は
江
州

の
司
馬
へ
左
遷
さ
れ
た
。
こ
の
左
遷
は
、
白
居
易
の
人
生
に
と
っ
て
最
大
の
挫
折

と
な
り
、
官
途
や
詩
風
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

白
居
易
は
、
な
ぜ
こ
の
事
件
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
白

居
易
と
武
元
衡
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と

は
、
白
居
易
が
上
奏
文
の
提
出
と
い
う
、
人
生
を
左
右
す
る
大
き
な
決
断
を
し
た

背
景
や
、
当
時
の
心
情
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

事
件
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
白
居
易
自
身
は
、
江
州
左
遷
の
後
、
妻
の
い
と

こ
に
当
た
る
楊よ

う

虞ぐ

卿け
い

に
寄
せ
た
手
紙
『
白
氏
文
集
』
巻
二
十
七
「
書
」
所
収
の
「
與

楊
虞
卿
書
（
楊
虞
卿
に
与
ふ
る
書
）」（1483

）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。（
以
下
、
原
文
と
通
釈
を
記
す
。
原
文
に
は
、
返
り
点
を
付
す
。）

【
原
文
】僕

以
爲
書
籍
以
來
、
未
レ
有
二
此
事
一
。
國
辱
臣
死
、
此
其
時
耶
。
苟
有
レ
所
レ

見
、
雖
二
畎
畝
皁
隸
臣
一
、
不
レ
當
二
默
默
一
。
況
在
二
班
列
一
、
而
能
勝
二
其
痛

憤
一
耶
。
故
武
相
氣
平
明
絕
、
僕
之
書
奏
、
日
午
入
。
兩
日
之
內
、
滿
城
知
レ

之
。
其
不
レ
與
者
、
或
誣
爲
二
僞
言
一
、
或
構
以
二
非
語
一
。
且
浩
浩
者
、
不
レ

酌
三
時
事
大
小
、
與
二
僕
言
當
否
一
、
皆
曰
、
丞
・
郎
・
給
・
舍
・
諫
官
・
御

史
、
尙
未
二
論
請
一
、
而
贊
善
大
夫
、
何
反
憂
レ
國
之
甚
也
。
僕
聞
二
此
語
一
、

退
而
思
レ
之
。
贊
善
大
夫
、
誠
賤
冗
耳
。
朝
廷
有
二
非
常
事
一
、
卽
日
獨
進
二

封
章
一
。
謂
二
之
忠
一
、
謂
二
之
憤
一
、
亦
無
レ
媿
矣
。
謂
二
之
妄
一
、
謂
二
之
狂
一
、

又
敢
迯
乎
。
且
以
レ
此
獲
レ
辜
、
顧
何
如
耳
。
況
又
不
三
以
レ
此
爲
二
罪
名
一
乎
。

（
注
3
）

【
通
釈
】私

が
思
う
に
、
有
史
以
来
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

国
が
辱
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
臣
下
た
る
者
は
死
を
顧
み
ず
そ

の
恥
辱
を
雪
が
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
を
い
う
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
場
に
居
合
わ
せ
た
な
ら
ば
、
在
野

の
者
や
身
分
の
低
い
臣
下
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
黙
っ

て
い
る
は
ず
は
な
い
。
ま
し
て
や
私
は
朝
廷
の
官
列
に
在
る
身
で
あ
れ
ば
、

ど
う
し
て
じ
っ
と
憤
っ
た
ま
ま
で
お
れ
よ
う
か
。
だ
か
ら
宰
相
武
元
衡
の

息
が
明
け
方
に
絶
え
る
と
、
私
の
上
奏
文
は
そ
の
日
の
正
午
に
は
朝
廷
に

差
し
出
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
両
日
の
う
ち
に
、
長
安
城
中
の
人
々

に
知
れ
わ
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
味
方
に
な
っ
て
く
れ
な
い

人
間
ど
も
は
、
虚
言
胡
説
で
中
傷
し
た
り
、
流
言
飛
語
で
罪
を
で
っ
ち
あ

げ
た
り
し
た
。
そ
の
上
、
が
や
が
や
と
口
や
か
ま
し
い
輩
た
ち
は
、
こ
の

政
変
の
重
大
さ
や
私
の
上
奏
文
の
是
非
を
斟
酌
も
せ
ず
に
、
誰
も
彼
も
が

「
丞
・
郎
・
給
・
舎
・
諌
官
・
御
史
と
い
う
当
事
者
さ
え
も
ま
だ
こ
の
件
に

つ
い
て
検
討
し
て
皇
帝
陛
下
に
そ
の
糾
明
を
要
請
し
て
い
な
い
の
に
、
太

子
左
賛
善
大
夫
ご
と
き
も
の
が
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
国
家
の
こ
と
を
ひ

ど
く
心
配
す
る
の
か
」、
と
批
判
す
る
あ
り
さ
ま
。
私
は
こ
の
こ
と
ば
を
聞

い
て
、
引
き
下
が
っ
て
考
え
て
み
た
。
太
子
左
賛
善
大
夫
は
、
確
か
に
官

位
の
低
い
閑
職
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
朝
廷
に
非
常
事
態

が
起
こ
っ
た
の
で
、
即
日
、
ひ
と
り
上
奏
文
を
奉
っ
た
の
だ
。
こ
れ
を
忠

義
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
り
、
義
憤
か
ら
だ
と
言
っ
て
も
ら
え
た
り
す
れ
ば
、

そ
れ
は
そ
れ
で
心
に
恥
じ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
を
妄
動
だ
と
言
わ
れ
た

二



り
、
狂
気
の
沙
汰
だ
と
言
わ
れ
た
り
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
ど
う
し
て
逃

げ
隠
れ
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
與
楊
虞
卿
書
」（1483

）
で
は
、
こ
の
事
件
を
「
書
籍
あ
り
て

よ
り
」（
有
史
以
来
）
無
か
っ
た
「
国
辱
」
と
捉
え
、「
朝
廷
に
非
常
の
事
有
り
て
、

即
日
独
り
封
章
を
進
」
め
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
上
奏
文
は

今
の
『
白
氏
文
集
』
に
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、

白
居
易
と
武
元
衡
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
凶
行
に
斃
れ
た
宰
相
と
閑
職
に
あ
り

な
が
ら
憂
国
の
行
動
に
出
て
批
判
さ
れ
る
一
官
僚
（
太
子
左
賛
善
大
夫
）
と
い
う

構
図
が
浮
か
び
上
が
る
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
こ
と
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

し
か
し
、
白
居
易
に
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
事
件
の
前
、
宰
相
武
元
衡
へ
の

期
待
を
述
べ
た
文
章
①
②
③
や
、
武
元
衡
の
詩
に
和
韻
し
た
詩
④
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
武
元
衡
の
原
唱
詩
に
は
、
白
居
易
の
他
、
韓
愈
が
韻
字
を
和
す
こ
と
無
く

題
材
・
内
容
に
唱
和
し
た
詩
や
、
王
建
が
和
韻
し
た
詩
も
あ
っ
た
。

『
白
氏
文
集
』
巻
四
十
「
翰
林
制
詔
四
」
所
収

　
　

①
「
與
元
衡
詔
（
元
衡
に
与
ふ
る
詔
）」（1887

）

　
　

②
「
與
元
衡
詔
（
元
衡
に
与
ふ
る
詔
）」（1914

）

『
白
氏
文
集
』
巻
三
十
八
「
翰
林
制
詔
二
」（
翰
林
制
詔
の
擬
制
）
所
収

　
　

③�

「
除
武
元
衡
門
下
侍
郎
平
章
事
制
（
武
元
衡
を
門
下
侍
郎
平
章
事
に
除

す
る
制
）」（1807

）

『
白
氏
文
集
』
巻
十
五
「
律
詩
三
」
所
収

　
　

④�

「
和
武
相
公
感
韋
令
公
舊
池
孔
雀　
同
用
深
字

（
武
相
公
の
韋
令
公
が
旧
池
の

孔
雀
に
感
ず
る
に
和
す　
同
じ
く
深
の

字
を
用
ふ

）」（0846

）

従
来
、
白
居
易
と
武
元
衡
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、「
與
楊
虞
卿
書
」（1483

）

を
引
き
つ
つ
、
元
和
十
年
（
八
一
五
）
六
月
の
事
件
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
が
多

く
、
例
え
ば
、
平
岡
武
夫
『
中
国
詩
文
選
17�

白
居
易
』「
宰
相
武
元
衡
暗
殺
事
件
」・

花
房
英
樹
『
人
と
思
想
87�

白
楽
天
』（
四
）「
江
州
左
遷
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

事
件
前
の
白
居
易
と
武
元
衡
の
関
係
に
言
及
し
た
先
行
研
究
に
は
、
花
房
英
樹

『
白
居
易
研
究
』
が
あ
り
、
同
書
に
は
、
白
居
易
は
武
元
衡
と
早
く
よ
り
面
識
が

あ
っ
た
と
し
て
、「
進
士
の
科
に
志
し
て
い
た
こ
ろ
、「
武
士
曹
の
蜀
に
帰
る
を
送

る　

0669

」
の
詩
も
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
詩
（0669

）
に
は
、「
士
曹
、

卽
武
中
丞
兄
。（
士
曹
は
、
即
ち
武
中
丞
の
兄
な
り
。）」
と
い
う
自
注
が
あ
る
が
、

武
元
衡
は
貞
元
二
十
年
（
八
〇
四
）
に
御
史
中
丞
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
新
た
に
、
作
品
①
〜
④
を
手
掛
か
り
に
、
元
和
期
の
、

白
居
易
と
武
元
衡
の
関
係
性
や
距
離
感
を
把
握
し
、
事
件
発
生
時
の
白
居
易
の
心

情
・
状
況
を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
考
察
の
結
果
は
、
白
居
易
が
事
件
に

積
極
的
に
関
わ
っ
た
当
時
の
心
情
・
状
況
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
人
生
の
重
要

な
場
面
を
理
解
す
る
一
助
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
第
一
の
目
的

で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
・
時
期
・
視
点
か
ら
白
居
易
と
武
元
衡
に
つ
い
て
論
じ

た
先
行
研
究
は
、
管
見
す
る
所
見
当
た
ら
な
い
。

次
に
、
③
「
除
武
元
衡
門
下
侍
郎
平
章
事
制
」（1807

）
を
含
む
「
翰
林
制
詔
」

の
「
擬
制
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
擬
制
と
は
、
実
際
に
発
布
さ
れ
た
制
で
は
な

い
、
白
居
易
自
身
に
よ
る
習
作
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

日
本
の
白
居
易
研
究
に
お
い
て
は
、
問
題
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

中
国
で
は
、「
翰
林
制
詔
」
の
擬
制
を
偽
作
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
本
稿

は
、
擬
制
を
白
居
易
自
身
の
習
作
と
す
る
見
解
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、
考
察
の
結

（
注
4
）

三



果
は
、
そ
の
見
解
の
妥
当
性
を
示
す
一
事
例
に
も
な
る
と
考
え
る
。
こ
れ
を
論
じ

る
の
が
、
本
稿
の
第
二
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
章
　『
白
氏
文
集
』
の
「
翰
林
制
詔
」
と
そ
の
「
擬
制
」

第
一
節
「
翰
林
制
詔
」
と
「
擬
制
」
に
つ
い
て

翰
林
学
士
と
な
っ
た
白
居
易
は
天
子
の
詔
勅
を
掌
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら

は
、『
白
氏
文
集
』
巻
三
十
七
〜
四
十
に
「
翰
林
制
詔
」
一
〜
四
と
し
て
収
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
巻
三
十
七
・
三
十
八
の
制
の
大
部
分
は
、「
擬
制
」
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
裕
一
「
白
居
易
の
制
勅
」
に
、
以
下
の
説

明
が
あ
る
。

「
翰
林
制
詔
一
」
の
除
郎
官
分
牧
諸
州
制
（
巻
三
十
七
・1756

）
よ
り
以
下
、

「
翰
林
制
詔
二
」（
巻
三
十
八
）
の
全
作
品
は
、
冒
頭
に
「
門
下
」・「
勅
」
字

が
な
く
、
巻
首
の
註
記
に
「
擬
制
」
と
あ
り
、
ま
た
除
郎
官
分
牧
諸
州
制

の
題
下
に
「
此
よ
り
已
下
の
擬
諸
制
詞
、
并
び
に
翰
林
中
に
在
り
て
作
る
。

自
此
已
下
。
擬
諸
制
詞
。
并
在
翰
林
中
作
」
と
白
居
易
が
註
記
す
る
よ
う
に
、

彼
の
習
作
で
あ
り
、
そ
れ
は
翰
林
学
士
の
と
き
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
。
岑

仲
勉
氏
は
、
こ
の
註
記
を
無
視
し
て
偽
作
説
を
展
開
さ
れ
、
中
国
に
お
け
る

近
年
の
白
居
易
研
究
者
も
岑
氏
の
説
に
追
従
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

偽
作
説
は
白
居
易
の
自
註
に
「
擬
制
」
と
あ
る
以
上
、
成
立
不
可
能
で
あ
り
、

平
岡
武
夫
氏
や
花
房
英
樹
氏
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
白
居
易
の
習
作
と

理
解
す
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
下
定
雅
弘
『
白
氏
文
集
を
読
む
』「
第
二
章�

翰
林
制
詔
の
擬
制
に
つ

（
注
5
）

い
て
」
に
は
、「
諸
本
の
擬
制
を
指
示
す
る
記
載
に
よ
れ
ば
、
巻
三
十
七
の
第
十

首
以
下
の
、
二
十
五
首
と
、
巻
三
十
八
の
四
十
三
首
、
計
六
十
八
首
は
擬
制
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。」
と
し
て
、
本
稿
最
期
に
付
し
た
図
Ⅰ
の
一
覧
表
を
提
示
し
て

い
る
。

岑
仲
勉
の
「《
白
氏
長
慶
集
》
僞
文
」
で
は
、「
翰
林
制
詔
」
に
つ
い
て
、
白
居

易
が
下
邽
に
退
居
し
た
時
の
作
が
大
量
に
あ
る
こ
と
、
官
名
・
年
月
が
事
実
と

違
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

第
一
類
「
可
忍
爲
白
充
翰
林
學
士
期
中
之
作
品
」
122
首

第
二
類
「
不
能
斷
爲
非
白
氏
作
品
」
22
首

第
三
類
「
不
能
斷
爲
非
白
氏
作
品
，
理
由
同
第
二
類
」
8
首

第
四
類
「
元
和
六
年
四
月
白
氏
丁
憂
出
翰
林
後
，
必
僞
作
無
疑
」
32
首

第
五
類
「
僞
文
」
14
首

第
六
類
「
斷
爲
僞
作
者
」
2
首

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
與
元
衡
詔
」（1887

）
は
第
一
類
、「
與
元
衡
詔
」（1914

）

は
第
二
類
、「
除
武
元
衡
門
下
侍
郎
平
章
事
制
」（1807

）
は
第
四
類
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。

下
定
（
一
九
九
六
）
は
、「
花
房
は
、
①
擬
制
は
唐
代
、
他
に
も
例
が
あ
る
。

②
「
杜
佑
致
仕
制
」
な
ど
は
、
単
な
る
擬
制
で
は
な
く
、
諷
諭
詩
で
明
ら
か
に
し

て
い
る
杜
佑
へ
の
批
判
を
制
で
表
現
し
た
も
の
。
制
詞
は
、
白
居
易
に
と
っ
て
策

林
と
同
じ
価
値
を
持
つ
文
学
の
一
つ
の
形
態
だ
っ
た
、
岑
仲
勉
が
偽
作
と
断
定
す

る
の
は
、
白
居
易
の
こ
の
文
学
の
立
場
を
理
解
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
い
、
平

岡
は
、
①
制
誥
の
習
作
は
当
時
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
た
、
②
文
集
に
収
載
す
る
場

合
は
、
歴
史
的
資
料
で
は
な
く
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値
を
重
ん
ず
る
の
で
官
銜

（
注
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（
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）
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（
肩
書
）
を
正
確
に
す
る
こ
と
に
は
意
を
用
い
な
い
、
と
論
じ
た
。」
と
述
べ
て
い

る
。

第
二
節
「
翰
林
制
詔
」
と
「
翰
林
制
詔
」
の
「
擬
制
」
に
込
め
ら
れ
た
思
い

こ
こ
で
は
、
第
一
節
を
踏
ま
え
、
次
の
先
行
研
究
（
1
）（
2
）（
3
）
を
参
照

し
、「
翰
林
制
詔
」
と
そ
の
擬
制
に
つ
い
て
、
特
徴
・
文
学
作
品
と
し
て
の
意
味

合
い
を
確
認
し
、
本
稿
で
武
元
衡
関
連
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
意
義
を
述
べ
て
お

き
た
い
。

（
1
）	�

花
房
（
一
九
九
七
）
で
は
、「
翰
林
制
詔
」
に
つ
い
て
は
、「
も
と
も
と
学

士
の
起
草
す
る
制
詔
は
、
そ
の
ま
ま
皇
帝
の
命
言
と
な
る
か
ら
、
制
詔
の

起
草
は
ま
さ
し
く
一
つ
の
政
治
的
行
為
と
な
る
。
居
易
は
こ
こ
に
お
い

て
、
文
学
に
よ
っ
て
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
数
多
く
の
王
言
を
草
し
た
。」
と
述
べ
、「
擬
制
」
に
つ
い
て
は
、「
皇

帝
の
命
に
よ
ら
ず
し
て
、
白
居
易
の
特
別
な
意
図
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
擬
制
」
と
見
な
す
べ
き
一
群
も
ひ
そ
か
に
綴
っ
て
い
た
。」、「
白
居
易
は

政
治
へ
の
期
待
を
、
擬
制
の
形
で
表
明
し
て
い
た
。
居
易
に
お
い
て
は
、

文
学
は
政
治
に
隷
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
を
導
く
も
の
で

さ
え
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
）	�

平
岡
（
一
九
九
八
）
に
は
、「
詔
敕
を
書
く
こ
と
は
、
文
章
を
つ
か
さ
ど

る
も
の
の
表
藝
で
あ
り
、
榮
譽
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
學
活
動
の

重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
。
正
式
の
も
の
は
天
子
の
名
に
よ
っ
て
發
表

さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
草
稿
は
燒
か
れ
、
作
者
の
名
は
消
え
る
べ
き

で
あ
る
。
作
者
が
そ
の
よ
う
に
處
置
し
た
場
合
も
あ
る
が
、
ま
た
惜
し
ん

（
注
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）

（
注
9
）

で
保
存
し
た
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
習
作
の
場
合
に
は
、
却
っ
て
文
學
作

品
の
腕
を
見
せ
る
所
と
し
て
、
憚
る
と
こ
ろ
な
く
文
集
に
編
集
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
。」
と
あ
る
。

（
3
）	�

下
定
（
一
九
九
六
）
に
は
、「
元
和
二
年
、
翰
林
学
士
と
な
り
、
元
和
三
年
、

左
拾
遺
に
除
せ
ら
れ
た
白
居
易
は
、
王
言
の
起
草
に
携
わ
る
よ
う
に
な

り
、
こ
の
仕
事
に
全
力
を
傾
注
し
て
い
た
が
、
母
の
死
が
、
突
如
、
そ
の

疾
走
す
る
日
々
を
停
止
さ
せ
た
。
白
居
易
は
、
下
邽
に
行
っ
て
も
、
諌
官

と
し
て
疾
走
し
て
い
た
日
々
の
精
神
の
動
き
を
、
と
め
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
擬
制
は
、
精
神
の
動
き
に
お
け
る
慣
性
の

法
則
の
現
れ
と
い
え
よ
う
。」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
拠
れ
ば
、「
翰
林
制
詔
」
で
あ
る
「
與
元
衡
詔
」（1887

）・

「
與
元
衡
詔
」（1914

）
は
、
白
居
易
が
、
一
つ
の
政
治
的
行
為
と
し
て
、
王
言
と

い
う
表
芸
に
、
武
元
衡
の
人
物
像
や
能
力
を
ど
の
よ
う
に
記
し
た
か
を
知
る
手
掛

か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
白
居
易
の
特
別
な
意
図
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
擬

制
で
あ
る
「
除
武
元
衡
門
下
侍
郎
平
章
事
」（1807

）
は
、
諌
官
で
も
あ
っ
た
白

居
易
が
、
武
元
衡
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
政
治
上
の
期
待
を
抱
き
、
政
治
を
導
こ

う
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
か
を
知
る
手
掛
か

り
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
注
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（
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第
二
章
　�

武
元
衡
に
関
す
る
「
翰
林
制
詔
」
と
「
翰
林
制
詔
」

の
擬
制

第
一
節
　「
與
元
衡
詔
」（1887

）

「
與
元
衡
詔
」（1887

）
は
、
元
和
二
年
（
八
〇
七
）
の
作
で
あ
る
。
次
に
、
返

り
点
付
き
の
原
文
と
通
釈
を
記
す
。（
以
下
、
同
じ
。）

【
原
文
】勅

二
元
衡
一
。
卿
、
立
レ
身
許
レ
國
、
竭
レ
力
匡
レ
君
。
人
之
具
瞻
、
予
所
二
嘉
賴
一
。

凋
殘
是
卹
、
遠
籍
二
宣
風
之
能
一
、
利
澤
所
レ
資
、
暫
輟
二
爲
霖
之
用
一
。
慈
和

旣
敷
二
於
兵
後
一
、
惠
信
當
レ
洽
二
於
言
歬
一
。
永
念
二
忠
勤
一
、
豈
忘
二
寤
想
一
。

計
二
卿
行
邁
一
、
已
到
二
西
川
一
。
涉
レ
遠
冒
レ
寒
。
固
甚
勞
頓
。
勉
加
二
綏
撫
一
。

以
副
二
朕
懷
一
。
想
宜
二
知
悉
一
。

【
通
釈
】

元
衡
に
勅
す
。
貴
公
は
官
途
に
就
い
て
は
身
を
捨
て
て
国
に
尽
く
し
、
全
力
を
尽

く
し
て
君
主
を
補
佐
し
た
。
人
民
は
み
な
（
貴
公
を
）
仰
ぎ
見
て
お
り
、
朕
も
（
貴

公
を
）
褒
め
称
え
頼
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
疲
弊
し
た
人
民
を
慰
撫
す
る
た
め

に
、
徳
化
を
宣
揚
し
得
る
貴
公
の
能
力
を
遠
方
に
ま
で
布
き
及
ぼ
し
、（
遠
地
の

民
に
）
利
益
や
徳
沢
を
与
え
る
べ
く
、
貴
公
に
は
し
ば
ら
く
の
間
、
宰
相
の
職
務

を
中
断
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た
。
慈
し
み
深
い
寛
大
な
政
治
が
兵
乱
の
後
に
行

わ
れ
れ
ば
、
恩
恵
に
対
す
る
信
頼
感
が
言
葉
に
先
ん
じ
て
行
き
渡
る
で
あ
ろ
う
。

い
つ
ま
で
も
そ
の
忠
勤
ぶ
り
を
思
い
、
昼
も
夜
も
忘
れ
る
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。

貴
公
の
行
程
を
計
る
に
、
も
う
西
川
（
成
都
）
に
到
着
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

寒
さ
を
凌
い
で
遠
く
ま
で
移
動
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
疲
労
困
憊
し
た
に
違

（
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い
な
い
。（
将
士
や
人
民
の
）
慰
撫
に
努
め
て
、
朕
の
期
待
に
添
っ
て
く
れ
る
よ

う
に
、
事
情
を
十
分
に
承
知
す
る
よ
う
に
。

第
二
節
「
與
元
衡
詔
」（1914

）

「
與
元
衡
詔
」（1914

）
は
、
元
和
三
年
（
八
〇
八
）
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
武

元
衡
が
現
地
の
様
子
を
報
告
し
て
き
た
こ
と
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

【
原
文
】勅

二
元
衡
一
。
省
下
所
レ
奏
當
管
南
界
外
生
蠻
東
凌
六
部
落
大
鬼
主
苴
春
等
、

以
二
所
管
子
弟
百
姓
等
二
千
餘
戶
一
請
三
內
二
－
屬
黎
州
一
、
幷
奏
二
南
路
蕃
界

消
息
一
者
上
、
具
悉
。
卿
、
以
二
文
武
之
才
一
、
兼
二
將
相
之
任
一
。
仁
和
下
布
、

黎
庶
獲
レ
安
、
威
惠
旁
流
、
蠻
夷
率
附
。
勳
勤
斯
著
、
倚
賴
彌
深
。
欽
矚
之
懷
、

豈
忘
二
寤
寐
一
。
生
蠻
部
落
苴
春
等
、
久
阻
二
聲
敎
一
、
遠
此
歸
投
。
願
レ
屬
二

黎
州
一
、
請
レ
通
二
縣
衜
一
。
勉
二
於
撫
慰
一
、
以
勸
二
將
來
一
。
所
レ
奏
蕃
界
事

宜
、
具
已
知
悉
。
戎
虜
雖
レ
聞
二
喪
敗
一
、
封
疆
不
レ
可
レ
無
レ

。
亦
宜
三
隄
防
、

用
副
二
憂
矚
一
。

【
通
釈
】元

衡
に
勅
す
。
奏
上
し
た
、
所
轄
地
区
の
南
方
外
部
に
た
む
ろ
す
る
蛮
族
、

東と
う

凌り
ょ
うの
六
部
落
の
大
首
領
で
あ
る
苴し
ょ

春し
ゅ
んら
が
、
所
管
の
兵
士
や
人
民
等
二
千

余
戸
を
引
率
し
て
黎
州
に
帰
属
し
た
い
と
願
い
出
た
こ
と
、
並
び
に
、
南

路
の
蕃
地
の
様
子
を
報
告
し
て
き
た
内
容
を
よ
く
読
ん
で
、
委
細
承
知
し

た
。
貴
公
は
、
文
武
双
方
の
才
能
が
あ
る
の
で
、
将
軍
と
宰
相
と
を
兼
任

し
て
い
る
。
温
和
な
仁
政
を
施
し
て
い
る
の
で
、
人
民
は
安
寧
を
得
、
威

光
と
恩
恵
が
あ
ま
ね
く
及
ん
で
い
る
の
で
、
夷
狄
も
な
び
き
従
っ
た
の
で

（
注
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）
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あ
る
。（
貴
公
の
）
勲
功
は
実
に
顕
著
で
あ
り
、
信
頼
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ

た
。
尊
重
と
期
待
の
念
を
、
い
つ
で
も
決
し
て
忘
れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ

の
地
の
蛮
族
の
長
、
苴
春
ら
は
、
長
ら
く
天
子
の
教
化
を
拒
ん
で
き
た
が
、

い
ま
遠
く
か
ら
投
降
し
て
、
黎
州
に
帰
属
し
た
い
と
願
い
出
、
県
と
結
ぶ

境
界
の
通
路
を
開
き
た
い
と
申
請
し
て
き
た
。
慰
労
に
勉
め
て
、
末
永
く

親
し
む
よ
う
に
勧
め
る
が
よ
い
。
奏
上
し
て
よ
こ
し
た
蕃
地
の
処
置
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
詳
し
く
了
解
し
た
。
夷
狄
は
破
れ
て
損
害
を
被
っ
た
と

聞
い
て
は
い
る
が
、
国
境
で
は
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
や
は
り
是

非
と
も
防
禦
を
固
め
て
、
警
戒
す
る
朕
の
気
持
ち
に
添
う
よ
う
に
。

第
三
節
　「
除
武
元
衡
門
下
侍
郎
平
章
事
制
」（1807
）

「
除
武
元
衡
門
下
侍
郎
平
章
事
制
」（1807

）
は
、
元
和
八
年
（
八
一
三
）
三
月

に
武
元
衡
が
再
び
宰
相
の
任
に
つ
い
た
時
の
習
作
で
あ
る
。

【
原
文
】朕

嗣
守
二
丕
業
一
、
行
將
二
十
年
一
。
實
賴
二
一
二
輔
臣
一
、
與
レ
之
共
理
。
故

外
鎭
二
方
域
一
、
則
仗
以
爲
レ
將
。
内
熈
二
庶
績
一
、
則
倚
以
爲
レ
相
。
文
武
二

柄
、
出
入
委
レ
之
、
心
膂
股
肱
、
於
レ
是
乎
在
。
某
官
武
元
衡
、
有
二
絳
侯

厚
重
之
質
一
、
有
二
丙
吉
寛
大
之
風
一
。
自
レ
登
二
臺
司
一
、
克
厭
二
人
望
一
。
頃

屬
二
巴
蜀
軍
後
人
殘
一
。
權
委
二
節
旄
一
、
俾
二
往
鎭
撫
一
、
信
及
二
夷
貊
一
、
恩

加
二
疲
瘵
一
。
每
因
レ
利
以
施
レ
惠
、
不
レ
易
レ
俗
而
修
レ
敎
。
政
無
二
苟
一
、

人
用
便
安
。
惠
二
茲
一
方
一
、
時
乃
之
績
。
報
レ
政
巳
久
、
屬
望

深
。
宜
下

歸
二
左
輔
一
、
以
參
中
大
政
上
。
夫
坦
然
公
衜
。
可
三
以
敍
二
衆
才
一
、
曠
然
虛
懷
、

可
三
以
應
二
群
務
一
。
弼
レ
違
救
レ
失
、
不
下
以
二
尤
悔
一
爲
上
レ
慮
。
進
レ
善
懲
レ
惡
、

（
注
14
）

不
下
以
二
親
讎
一
自
嫌
上
。
用
レ
此
輔
レ
君
、
足
レ
爲
二
名
相
一
。
欽
率
二
是
衜
一
、

往
服
二
乃
官
一
。
可
二
門
下
侍
郎
同
中
書
門
下
平
章
事
一
。

【
通
釈
】朕

は
先
帝
の
後
を
継
い
で
大
事
業
を
守
る
こ
と
、
や
が
て
十
年
に
な
ろ
う

と
す
る
。
こ
の
間
、
実
質
的
に
は
、
一
、二
の
腹
心
の
臣
下
に
頼
り
、
彼
等

と
共
に
国
家
を
統
治
し
て
き
た
。
故
に
、
朝
廷
の
外
の
地
方
を
鎮
静
す
る

時
は
頼
っ
て
将
軍
と
し
、
内
の
朝
廷
で
衆
多
の
功
績
を
広
げ
る
時
は
頼
っ

て
宰
相
と
し
た
。
今
、
こ
の
よ
う
に
文
・
武
の
両
権
力
機
構
を
出
た
り
入
っ

た
り
し
て
政
治
を
委
任
す
る
際
に
当
た
り
、
朕
が
最
も
頼
り
に
す
る
腹
心

が
、
幸
い
に
も
こ
こ
に
存
在
す
る
。
某
官
の
武
元
衡
こ
そ
は
、
漢
の
高
祖
に

従
っ
て
軍
を
起
こ
し
絳
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
周
勃
の
よ
う
に
厚
重
な
性
質
が

有
り
、
漢
の
宣
帝
を
補
佐
し
た
名
臣
丙
吉
の
よ
う
に
寛
大
な
風
格
が
有
る
。

御
史
台
の
高
官
に
登
っ
て
よ
り
、
充
分
に
人
望
を
集
め
た
。
ま
た
近
ご
ろ
、

巴
蜀
の
戦
乱
の
後
、
領
民
が
疲
弊
し
た
時
に
際
会
し
、
臨
機
の
処
置
と
し

て
節
度
使
を
委
ね
、
行
っ
て
鎮
撫
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
信
頼
は
少
数
民
族
に

及
び
、
恩
恵
は
疲
れ
弱
っ
て
い
る
民
衆
に
注
が
れ
た
。
つ
ね
に
利
益
に
因

り
て
恵
み
を
施
し
、
習
俗
を
変
え
る
こ
と
な
く
教
え
を
修
め
さ
せ
た
。
政

治
に
お
い
て
は
な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
た
め
に
人
民
は
安
ら

か
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
帯
の
地
方
が
恵
ま
れ
た
の
は
、
正
に
貴
公
の
功
績

で
あ
る
。
そ
の
治
績
を
報
告
す
る
こ
と
既
に
長
期
に
わ
た
り
、
期
待
は
益
々

深
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ぜ
ひ
と
も
天
子
補
佐
の
任
に
戻
し
て
、
朝

廷
で
国
家
の
重
要
な
政
治
に
参
与
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
も
そ
も
公
明

正
大
な
る
政
道
は
、
多
く
の
才
能
を
序
列
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
虚
心
坦
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懐
な
る
態
度
は
、
多
く
の
任
務
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
間
違
っ
て

い
る
こ
と
を
正
し
、
過
失
を
救
い
、
心
に
と
が
め
後
悔
す
る
こ
と
な
ど
気

に
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
ま
た
勧
善
懲
悪
を
実
行
し
、
味
方
か
敵
か
自
分

で
疑
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
こ
う
し
た
手
法
で
君
主
を
助
け
れ
ば
、

名
宰
相
た
る
に
充
分
で
あ
る
。
謹
ん
で
、
こ
の
道
に
従
っ
て
進
み
、
貴
公

の
任
務
に
服
従
せ
よ
。
門
下
侍
郎
同
中
書
門
下
平
章
事
を
可
と
す
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
以
下
1
〜
5
に
い
く
つ
か
の
用
語
を
取
り
上
げ
、
白

居
易
の
擬
制
で
あ
る
こ
と
の
検
証
を
行
っ
て
み
た
い
。

1�

「
丕
業
」
は
、『
史
記
』
卷
一
一
七
「
司
馬
相
如
傳
」
に
「
天
下
之
壯
觀
、

王
者
之
丕
業
」
と
あ
る
。『
白
氏
文
集
』
の
用
例
に
は
、
巻
四
十
「
翰
林
制

詔
四
」
の
「
答
馮
伉
謝
許
上
尊
號
表
」（1893
）
に
「
朕
以
眇
身
、
嗣
于
丕
業
」

と
あ
る
。

2�

「
内
熈
庶
績
〜
某
官
武
元
衡
」
は
、『
白
氏
文
集
』
の
各
本
は
脱
し
て
お
り
、

金
沢
文
庫
本
に
拠
り
補
う
。「
内
熈
庶
績
」
は
、『
書
經
』「
堯
典
」
に
「
允

釐
百
工
、
庶
績
咸
熙
」
と
あ
る
。『
白
氏
文
集
』
の
用
例
に
は
、
巻
二
十
一
「
詩

賦
」
の
「
君
子
不
器
賦
」（1421

）
に
「
以
之
從
政
、
則
庶
績
咸
熙
」、
巻

四
十
五
「
策
林
一
」「
策
項
二
道�

其
二
」（2017

）
に
「
以
緝
煕
庶
績
爲
念
、

則
五
刑
不
得
不
措
矣
」
と
あ
る
。

3�

「
文
武
二
柄
」
は
、
前
述
の
「
與
元
衡
詔
」（1914

）
に
「
以
文
武
之
才
」

と
あ
る
。

4�

「
心
膂
股
肱
」
は
、『
書
經
』「
君
牙
」
に
「
今
命
爾
予
翼
、
作
股
肱
心
膂
」

と
あ
る
。『
白
氏
文
集
』
の
用
例
に
は
、
巻
三
十
一
「
中
書
制
誥
一
」
の

（
注
15
）

「
裴
度
・
李
夷
簡
・
王
播
・
鄭
絪
・
楊
於
陵
等
各
賜
爵
、
幷
迴
授
男
𣝣
制
」

（1527

）
に
「
咸
以
忠
力
、
作
股
肱
心
膂
之
臣
」、
巻
三
十
六
「
中
書
制
誥
六
」

の
「
裴
度
・
韓
弘
等
各
賜
一
子
官
、
幷
授
姪
・
女
壻
等
制
」（1714

）
に
「
矧

股
肱
心
膂
之
臣
、
與
吾
同
體
」、
巻
三
十
七
「
翰
林
制
詔
一
」
の
「
除
裴
垍

中
書
侍
郎
同
平
章
事
制
」（1747

）
に
「
予
欲
宣
力
、
汝
爲
股
肱
。
予
欲
詢
謀
、

汝
爲
心
膂
」
と
あ
る
。

5�

「
丙
吉
」
は
、
漢
の
宣
帝
を
補
佐
し
た
名
臣
で
、『
漢
書
』
卷
七
十
四
の
「
魏

相
丙
吉
傳
」
に
記
載
が
あ
る
。『
白
氏
文
集
』
の
用
例
に
は
、
巻
三
十
三
「
中

書
制
誥
三
」
の
「
鄭
絪
可
吏
部
尙
書
制
」（1585

）
に
「
有
邴
吉
之
寬
裕
、

子
產
之
恭
惠
」、
巻
三
十
七
「
翰
林
制
詔
一
」
の
「
除
韋
貫
之
平
章
事
制
」

（1774

）
に
「
一
得
申
・
甫
、
一
得
魏
・
丙
。
咸
克
致
理
、
號
爲
中
興
」
と

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
除
武
元
衡
門
下
侍
郎
平
章
事
制
」（1807

）
に
は
、『
書
經
』

か
ら
の
引
用
に
よ
る
壮
麗
な
雰
囲
気
や
重
厚
感
を
持
た
せ
る
表
現
の
他
、「
翰
林

制
詔
」・「
詩
賦
」・「
中
書
制
誥
」・「
翰
林
制
詔
」
の
擬
制
と
同
じ
表
現
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
武
元
衡
が
蜀
で
任
務
に
就
く
こ
と
へ
の
期
待
、「
文
武
」
に
優
れ
蜀
で
勲

功
を
立
て
た
こ
と
へ
の
称
賛
な
ど
、「
翰
林
制
詔
」
で
あ
る
「
與
元
衡
詔
」（1914

）

と
合
致
す
る
内
容
も
あ
り
、
そ
の
主
張
に
は
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に

よ
り
、
こ
の
作
品
（1807

）
は
、
偽
作
で
は
な
く
、
白
居
易
自
身
の
擬
制
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
る
。（注
16
）
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第
三
章
　�

武
元
衡
詩
に
対
す
る
白
居
易
の
和
韻
詩

―
韓
愈
・
王
建
と
の
関
連
を
含
む
―

第
一
節
　
武
元
衡
の
詩
に
和
し
た
白
居
易
・
韓
愈
・
王
建
の
詩

『
白
氏
文
集
』
巻
十
五
「
律
詩
三
」
所
収
の
「
和
武
相
公
感
韋
令
公
舊
池
孔
雀　

同
用
深
字

」（0846

）
は
、
武
元
衡
が
蜀
で
詠
じ
た
「
西
川
使
宅
有
韋
令
公
時
孔
雀
存
焉

暇
日
與
諸
公
同
玩
座
中
兼
故
府
賓
妓
興
嗟
久
之
因
賦
此
詩
用
廣
其
意
（
西
川
の
使

宅
に
韋
令
公
の
時
の
孔
雀
の
存
す
る
有
り
。
暇
日
、
諸
公
と
同と

も

に
玩あ
そ

ぶ
。
座
中
、

故
府
の
賓
妓
を
兼
ぬ
。
興
嗟
す
る
こ
と
之
を
久
し
う
す
。
因
り
て
此
の
詩
を
賦
し
、

用
っ
て
其
の
意
を
広
む
）」
に
和
韻
し
た
作
品
で
あ
る
。

武
元
衡
の
こ
の
詩
に
対
し
て
は
、
他
に
、
韓
愈
の
唱
和
詩
「
奉
和
武
相
公
鎭
蜀

時
詠
使
宅
韋
太
尉
所
養
孔
雀
（
武
相
公
の
蜀
に
鎮
す
る
時
、
使
宅
に
韋
太
尉
が
養

ひ
し
所
の
孔
雀
を
詠
ず
る
に
和
し
奉
る
）」
や
、
王
建
の
和
韻
詩
「
和
武
門
下
傷

韋
令
孔
雀
（
武
門
下
の
韋
令
の
孔
雀
を
傷
む
に
和
す
）」
が
あ
る
。

「
唱
和
」
と
「
和
韻
」
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
茂
「
古
人
へ
の
唱
和
―
蘇
軾
「
和

陶
詩
」
を
中
心
に
」
に
、
①
唱
和
と
は
示
さ
れ
た
作
品
に
共
感
し
、
そ
の
世
界
を

共
有
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
、
対
象
と
な
る
作
品
の
テ
ー
マ
や
内
容
に
対
応
し
、

し
か
も
同
形
式
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
場
所
や
時
期
を
異
に
し
て
も
構
わ
な
か
っ

た
、
②
唐
代
後
半
に
は
形
式
を
原
唱
に
合
わ
せ
る
動
き
が
強
ま
り
、
そ
れ
が
韻
字

に
ま
で
及
ぶ
和
韻
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
、
③
唱
和
の
輪
に
加
わ
る
人
々
に
は
や

は
り
一
定
の
範
囲
が
あ
り
、
原
唱
の
作
者
も
し
く
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
と
親
し
い
関

係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
、
な
ど
の
説
明
が
あ
る
。　
　

ま
た
、

「
和
韻
」
に
は
、
も
と
の
詩
の
韻
と
同
じ
種
類
の
韻
を
踏
む
「
依
韻
」、
も
と
の
詩

（
注
17
）

（
注
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）

の
韻
字
を
順
序
は
か
ま
わ
ず
に
用
い
る
「
用
韻
」、
も
と
の
詩
の
韻
字
を
も
と
の

詩
と
同
じ
順
序
で
用
い
る
「
次
韻
」
が
あ
る
。

白
居
易
の
詩
が
作
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
朱
金
城
『
白
居
易
集
箋
校
』
二

に
、「
作
於
元
和
十
年
（
八
一
五
）、
四
十
四
歲
、
長
安
、
太
子
左
賛
善
大
夫
。」

と
あ
る
。　

�

韓
愈
の
詩
に
つ
い
て
は
、
銭
仲
聯
『
韓
昌
黎
詩
繋
年
集
釋
』
下
巻

八
に
、「
元
和
八
年
癸
巳
」
と
あ
り
、〔
廖
瑩
中
注
〕
の
「
元
衡
以
八
年
三
月
召
還

秉
政
、
其
詩
鎭
蜀
時
作
、
公
詩
則
召
還
後
追
和
也
。」
を
引
い
て
い
る
。　

�

王
建

の
詩
に
つ
い
て
は
、
尹
占
華
『
王
建
詩
集
校
注
』
の
作
品
の
注
釈
に
「
王
建
此
詩

當
作
於
元
和
八
年
、
時
武
元
衡
已
回
朝
」
と
あ
り
、
同
書
「
王
建
繋
年
考
」
に
は

韓
愈
・
白
居
易
の
詩
も
取
り
上
げ
て
、「
皆
作
於
元
和
八
年
、
時
武
元
衡
已
回
朝
」

と
述
べ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
本
稿
で
は
、
白
居
易
・
韓
愈
・
王
建
の
詩
は
、
武
元
衡
が
長
安
に

戻
っ
た
元
和
八
年
（
八
一
三
）
三
月
か
ら
、
武
元
衡
が
襲
撃
さ
れ
絶
命
し
た
元
和

十
年
（
八
一
五
）
六
月
の
間
に
作
ら
れ
た
と
想
定
す
る
。
以
下
、
武
元
衡
の
原
唱
・

韓
愈
の
唱
和
・
白
居
易
と
王
建
の
和
韻
の
順
に
見
て
い
く
。

第
二
節
　
武
元
衡
の
詩
に
つ
い
て
　
―
韋
皐
の
孔
雀
と
薛
涛
―

「
西
川
使
宅
有
韋
令
公
時
孔
雀
存
焉
暇
日
與
諸
公
同
玩
座
中
兼
故
府
賓
妓
興
嗟

久
之
因
賦
此
詩
用
廣
其
意
」
は
、
剣
南
西
川
節
度
使
で
あ
っ
た
武
元
衡
が
、
前
の

節
度
使
の
韋い

皐こ
う

が
残
し
た
孔
雀
を
詠
じ
た
も
の
で
、
そ
の
場
に
同
席
し
て
い
た

薛せ
っ
と
う涛

に
も
言
及
し
て
い
る
。
後
に
中
唐
を
代
表
す
る
女
性
詩
人
と
な
る
薛
涛
は
、

も
と
は
長
安
の
良
家
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
父
が
任
地
の
蜀
で
亡
く
な
っ
た
た

め
、
寡
婦
の
母
と
成
都
に
留
ま
り
、
韋
皐
に
詩
才
を
認
め
ら
れ
て
楽
籍
に
入
り
、

（
注
19
）

（
注
20
）

（
注
21
）
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宴
席
に
招
か
れ
て
技
芸
や
詩
歌
を
披
露
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
韋
皐
は
、
順
宗
の

永
貞
元
年
（
八
〇
五
）、
六
十
一
歳
で
蜀
の
地
で
病
没
し
た
。
そ
の
後
、
元
和
二

年
（
八
〇
七
）
に
武
元
衡
が
や
っ
て
来
た
。
薛
涛
は
、
武
元
衡
の
幕
下
で
、
宴
に

招
か
れ
た
り
、「
女
校
書
」
と
呼
ば
れ
官
僚
た
ち
と
詩
交
を
結
ん
だ
り
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
武
元
衡
が
詠
じ
た
の
が
、
第
三
章
の
第
一
節
、
及
び
、
こ
の
第

二
節
冒
頭
に
挙
げ
た
詩
で
、
そ
の
意
味
は
、「
西
川
の
節
度
使
の
官
舎
に
は
、
韋

令
公
（
韋
皐
）
の
時
に
飼
養
さ
れ
て
い
た
孔
雀
が
ま
だ
居
り
、
平
日
、
諸
公
と
と

も
に
観
賞
し
た
が
、
そ
の
座
中
に
は
韋
皐
の
幕
府
時
代
に
賓
客
の
よ
う
に
待
遇
さ

れ
て
い
た
賓
妓
（
薛
涛
の
こ
と
）
も
同
座
し
、
長
く
嘆
い
て
い
た
の
で
、
こ
の
詩

を
賦
す
こ
と
で
、
そ
の
気
持
ち
を
広
く
伝
え
る
」、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
以

下
に
原
文
・
書
き
下
し
文
・
通
釈
を
記
す
。

荀
令
昔
居
此　
　

荀じ
ゅ
ん令れ
い　

昔　

此こ
こ

に
居
り

故
巢
留
越
禽●　
　

故
巢　

越
禽
を
留と
ど

む

動
搖
金
翠
尾　
　

金
翠
の
尾
を
動
揺
し

飛
舞
碧
梧
陰●　
　

碧へ
き

梧ご

の
陰
に
飛
舞
す

上
客
徹
瑤
瑟　
　

上
客　

瑤え
う
し
つ瑟
を
徹て
つ

し

美
人
傷
蕙
心●　
　

美
人　

蕙け
い
し
ん心
を
傷い
た

ま
し
む

會
因
南
國
使　
　

会た
ま
た
ま々　

南
国
の
使
に
因よ

ら
ば

得
放
海
雲
深●　
　

海
雲
の
深
き
に
放
つ
を
得
ん

【
通
釈
】荀じ

ゅ
ん

彧い
く

の
よ
う
な
韋
皐
は
、
昔
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
が
、
今
は
い
な
い
。

飼
養
さ
れ
て
い
た
南
国
の
孔
雀
は
、
今
で
も
旧
の
巣
に
留
ま
っ
て
い
る
。
黄

金
や
翠
色
を
し
た
尾
を
動
か
し
、
梧
桐
の
木
陰
で
飛
び
舞
っ
て
い
る
。
上

（
注
22
）

（
注
23
）

等
の
賓
客
は
琴
瑟
を
奏
し
終
わ
り
、
美
人
は
傷
心
し
て
い
る
。
南
国
か
ら

の
使
者
に
頼
む
機
会
が
あ
れ
ば
、
は
る
か
な
海
雲
に
向
け
て
孔
雀
を
放
つ

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
詩
は
、
韋
皐
亡
き
後
も
、
南
国
産
の
孔
雀
が
古
巣
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
詠
い
起
こ
し
、
続
い
て
、
そ
の
特
徴
的
な
美
し
さ
や
動
作
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
心
を
傷
め
る
美
人
（
薛
涛
）
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
最
期
に
、
南
国
の

使
者
に
因
れ
ば
故
郷
に
向
け
て
孔
雀
を
放
ち
得
る
、
と
い
う
考
え
（
発
想
）
を
詠

じ
て
い
る
。
残
さ
れ
た
孔
雀
の
み
な
ら
ず
、
美
人
（
薛
涛
）
に
も
心
を
寄
せ
た
作

品
で
あ
る
。
押
韻
は
、「
禽
」「
陰
」「
心
」「
深
」（
広
韻
：
下
平
二
一
侵
、
平
水
韻
：

下
平
十
二
侵
）
で
あ
る
。

第
三
節
　
韓
愈
の
詩
に
つ
い
て

韓
愈
（
七
六
八
〜
八
二
四
）
は
、
貞
元
八
年
（
七
九
二
）
年
に
進
士
に
及
第
し

た
後
、
幕
僚
と
し
て
過
ご
し
、
貞
元
十
八
年
（
八
〇
二
）
に
四
門
博
士
と
な
っ
た
。

貞
元
十
九
年
（
八
〇
三
）
に
は
監
察
御
史
と
な
っ
た
が
、
ま
も
な
く
陽
山
県
令
に

貶
謫
に
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
旱
魃
で
飢
饉
と
な
っ
た
関
中
地
域
に
対
す
る
年

貢
の
免
除
を
求
め
た
た
め
と
の
説
が
有
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
和
元
年

（
八
〇
六
）
年
、
長
安
に
戻
り
、
国
子
博
士
な
ど
を
任
じ
た
後
、
元
和
八
年

（
八
一
三
）
三
月
に
、
比
部
郎
中
兼
史
館
修
撰
に
転
任
し
た
。　

�

元
和
八
年

（
八
一
三
）
三
月
は
、
韓
愈
が
自
身
の
不
遇
を
述
べ
た
「
進
學
解
」
が
当
時
の
執

政
者
に
認
め
ら
れ
、
比
部
郎
中
兼
史
館
修
撰
の
職
を
得
た
時
期
で
あ
る
。　

�

林

羅
山
原
解
・
鵜
飼
石
斎
増
述
『
古
文
眞
寶
後
集
諺
解
大
成
』
は
、
具
体
的
な
執
政

（
注
24
）

（
注
25
）
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者
と
し
て
、
武
元
衡
・
李り
き
っ
ぽ

吉
甫
・
李り

絳こ
う

ら
を
挙
げ
て
い
る
。　

�

ま
た
、『
白
氏
文

集
』
巻
三
十
八
「
翰
林
制
詔
二
」
に
は
「
韓
愈
比
部
郎
中
史
館
修
撰
制
（
韓
愈
を

比
部
郎
中
・
史
館
修
撰
と
す
る
制
）」（1817

）
が
あ
る
。
以
下
、
韓
愈
の
「
奉
和

武
相
公
鎭
蜀
時
詠
使
宅
韋
太
尉
所
養
孔
雀
」
を
見
て
い
く
。

穆
穆
鸞
鳳
友　
　

穆ぼ
く
ぼ
く穆
た
り
鸞ら
ん
ほ
う鳳
の
友

何
年
來
止
茲　
　

何
れ
の
年
に
来
た
り
て
茲こ

こ

に
止と
ど

ま
る

飄
零
失
故
態　
　

飄へ
う
れ
い零

し
て
故こ

態た
い

を
失
ひ

隔
絕
抱
長
思　
　

隔
絶
し
て
長ち

や
う
し思

を
抱
く

翠
角
高
獨
聳　
　

翠す
ゐ
が
く角　

高
く
独
り
聳そ
び

え

金
華
煥
相
差　
　

金き
ん
く
わ華　

煥く
わ
んと

し
て
相あ
ひ
た
が差

ふ

坐
蒙
恩
顧
重　
　

坐ゐ

な
が
ら
に
恩
顧
の
重
き
を
蒙
り

畢
命
守

墀　
　

命
を
畢お
は

る
ま
で
蝗か
い

墀ち

を
守
る

【
通
釈
】麗

し
く
美
し
い
鸞
鳳
と
同
類
の
孔
雀
は
、
何
時
か
ら
こ
こ
に
来
て
止
ま
り
養

わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
で
は
落
ち
ぶ
れ
て
昔
の
姿
を
失
っ
て
し
ま

い
、
遙
か
に
隔
た
っ
て
い
る
故
郷
の
こ
と
を
長
く
想
っ
て
い
る
。
と
は
い

え
、
翠
色
の
冠
毛
は
独
り
高
く
聳
え
、
金
色
の
斑
文
は
相
交
わ
っ
て
い
る
。

い
な
が
ら
に
し
て
韋
太
尉
の
厚
い
恩
顧
を
受
け
た
の
で
、
命
尽
き
る
ま
で
、

こ
の
階
下
の
地
を
守
っ
て
飛
び
去
ろ
う
と
は
し
な
い
。

こ
の
詩
は
、
孔
雀
自
身
が
故
郷
へ
の
「
長
思
」
を
抱
い
た
と
言
い
、
そ
れ
で
も

韋
皐
か
ら
蒙
っ
た
恩
に
よ
り
、
生
涯
こ
こ
に
止
ま
る
、
と
結
ん
で
い
る
。
孔
雀
の
、

昔
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
様
・
望
郷
や
報
恩
の
念
な
ど
、
武
元
衡
の
原
唱
詩
に

（
注
26
）

（
注
27
）

は
無
か
っ
た
要
素
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

第
四
節
　
白
居
易
の
詩
に
つ
い
て

白
居
易
に
つ
い
は
、
す
で
に
詳
細
の
説
明
を
し
て
い
る
の
で
、
以
下
、「
和
武

相
公
感
韋
令
公
舊
池
孔
雀　
同
用
深
字

」（0846

）
を
見
て
い
く
。

索
寞
少
顏
色　
　

索さ
く
ば
く寞
と
し
て　

顔が
ん

色し
ょ
く

少
な
く

池
邊
無
主
禽●　
　

池ち

辺へ
ん　

禽
を
主
つ
か
さ
どる
も
の
無
し

難
收
帶
泥
翅　
　

泥
を
帯お

ぶ
る
翅つ
ば
さを
収
め
難
く

易
結
著
人
心●　
　

人
に
著つ

く
心
を
結
び
易
し

頂
毳
落
殘
碧　
　

頂ち
ゃ
う
せ
い毳は
残ざ
ん
ぺ
き碧
を
落
と
し

尾
花
銷
闇
金●　
　

尾び
く
わ花

は
闇あ
ん
き
ん金

を
銷せ
う

す

放
歸
飛
不
得　
　

放
ち
帰
す
も
飛
び
得
ず

雲
海
故
巢
深●　
　

雲
海　

故
巣
深
し

【
通
釈
】韋

令
公
が
飼
っ
て
い
た
こ
の
孔
雀
は
今
や
見
る
影
も
な
く
窶
れ
、
池
の
ほ
と

り
に
は
こ
の
孔
雀
を
世
話
す
る
人
も
い
な
い
。
こ
の
孔
雀
は
、
自
力
で
泥

ま
み
れ
の
翅
を
も
と
に
収
め
こ
む
こ
と
も
で
き
ず
、
人
に
飼
わ
れ
た
い
気

持
ち
ば
か
り
を
安
易
に
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
。
か
く
て
、
頂
冠
の
柔
毛
は

僅
か
に
残
っ
て
い
た
ル
リ
色
も
落
ち
、
尾
先
の
花
模
様
は
黒
ず
ん
だ
金
色

ま
で
も
消
え
て
し
ま
っ
た
。
放
し
て
や
っ
て
も
飛
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
雲

海
の
彼
方
、
南
方
の
古
巣
は
遥
か
に
遠
い
ま
ま
。

こ
の
詩
で
は
、
主
人
を
失
い
、
さ
び
れ
て
物
寂
し
い
、
池
辺
の
孔
雀
の
内
面
や
、

（
注
28
）
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そ
の
独
特
の
美
し
さ
が
色
褪
せ
た
外
面
な
ど
を
、
リ
ア
ル
に
見
据
え
、
精
緻
に
表

現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
期
に
は
、
放
た
れ
た
と
し
て
も
故
郷
は
遠
く
帰
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
結
び
、
武
元
衡
の
原
唱
詩
の
尾
聯
に
対
し
、
現
実
的
な
内
容

で
和
し
て
い
る
。
押
韻
は
「
禽
」「
心
」「
金
」「
深
」
で
、
武
元
衡
の
原
唱
詩
「
禽
」

「
陰
」「
心
」「
深
」
と
同
一
韻
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
句
「
禽
」・
第
八
句
「
深
」

は
同
じ
韻
字
を
順
序
も
そ
の
ま
ま
に
用
い
て
お
り
、
第
四
句
「
心
」
は
同
じ
韻
字

を
順
序
は
か
ま
わ
ず
に
用
い
て
い
る
。

第
五
節
　
王
建
の
詩
に
つ
い
て

王
建
は
、
大
暦
十
年
（
七
七
五
）
の
進
士
に
及
第
し
、
渭
南
の
尉
と
な
っ
た
。

太
府
寺
丞
・
秘
書
丞
・
侍
御
史
な
ど
を
歴
任
し
、
太
和
年
間
（
八
二
七
〜

八
三
五
）
に
陝
州
の
司
馬
と
な
り
、
後
、
辺
塞
で
従
軍
生
活
を
送
っ
た
。
韓
愈
の

門
下
で
あ
っ
た
。　

�

『
白
氏
文
集
』「
補
遺
」
巻
下
に
、「
授
王
建
祕
書
郎
制
（
王

建
に
秘
書
郎
を
授
け
る
の
制
）」（3832

）
が
あ
る
。
以
下
に
、
王
建
の
「
和
武
門

下
傷
韋
令
孔
雀
」
を
見
て
い
く
。

孤
號
秋
閣
陰●　
　

孤
号
す　

秋
閣
の
陰

韋
令
在
時
禽●　
　

韋
令
在
り
し
時
の
禽

覓
伴
海
山
黑　
　

伴
を
覓さ

が

す
も　

海
山
黒
く

思
鄉
橘
柚
深●　
　

郷
を
思
う
も　

橘き
つ
い
う柚
深
し

舉
頭
聞
舊
曲　
　

頭
を
挙
げ
て
旧
曲
を
聞
き

顧
尾
惜
殘
金●　
　

尾
を
顧
み
て
残
金
を
惜
し
む

顦
悴
不
飛
去　
　

顦せ
う
す
い悴
し
て
飛
び
去
ら
ず

重
君
池
上
心●　
　

君
が
池
上
の
心
を
重
ん
ず

（
注
29
）

（
注
30
）

（
注
31
）

【
通
釈
】孤

独
な
哭
き
声
が
、
秋
色
に
つ
つ
ま
れ
た
高
殿
の
陰
に
大
き
く
響
い
て
い

る
が
、
こ
れ
は
韋
令
が
生
き
て
い
た
時
に
養
っ
て
い
た
孔
雀
で
あ
る
。
仲

間
を
探
そ
う
と
し
て
も
黒
い
海
や
山
は
彼
方
に
あ
り
、
故
郷
を
思
っ
て
も

南
国
の
橘
柚
は
遥
か
遠
い
。
頭
を
も
た
げ
て
昔
の
曲
を
聞
き
、
金
の
模
様

の
残
っ
た
尾
を
顧
み
て
い
る
。
憔
悴
し
て
飛
び
去
ら
ず
、
君
（
孔
雀
）
の

池
に
居
る
と
い
う
心
を
重
じ
て
い
る
。

こ
の
詩
は
、
頷
聯
で
、
孤
独
な
孔
雀
の
望
郷
の
念
が
詳
し
く
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
韋
皐
亡
き
後
も
池
か
ら
飛
び
去
ら
ず
に
い
る
、
憔
悴
し
た
孔

雀
の
思
い
の
深
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
押
韻
は
、「
陰
」「
禽
」「
深
」

「
金
」「
心
」
で
、
武
元
衡
の
原
唱
詩
、
白
居
易
の
和
韻
詩
と
同
一
韻
で
あ
る
。
武

元
衡
詩
の
「
禽
」「
陰
」「
心
」「
深
」
と
較
べ
る
と
、
第
二
句
「
禽
」
は
同
じ
韻

字
を
順
序
も
そ
の
ま
ま
に
用
い
、
第
一
句
「
陰
」
と
第
四
句
「
深
」
と
第
八
句
「
心
」

は
同
じ
韻
字
を
順
序
は
か
ま
わ
ず
に
用
い
て
い
る
。
白
居
易
詩
「
禽
」「
心
」「
金
」

「
深
」
と
較
べ
る
と
、
同
じ
四
字
を
用
い
、
第
二
句
「
禽
」
と
第
六
句
「
金
」
は

韻
字
・
順
序
と
も
同
じ
で
、
四
句
「
深
」
と
八
句
「
心
」
は
、
順
序
が
逆
に
な
っ

て
い
る
。お

わ
り
に

白
居
易
は
、「
翰
林
制
詔
」
の
「
與
元
衡
詔
」（1887

）・「
與
元
衡
詔
」（1914

）

で
は
、
武
元
衡
の
才
能
・
実
績
・
人
柄
、
蜀
で
の
忠
勤
ぶ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
慰

一
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労
を
表
明
し
て
い
た
。「
翰
林
制
詔
」
の
擬
制
で
あ
る
「
除
武
元
衡
門
下
侍
郎
平

章
事
制
」（1807

）
で
は
、
武
元
衡
の
文
武
の
才
や
蜀
で
の
功
績
を
称
え
、
宰
相

と
し
て
の
活
躍
を
期
待
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
白
居
易
に
は
、
武

元
衡
詩
に
和
韻
し
た
「
和
武
相
公
感
韋
令
公
舊
池
孔
雀　

同
用
深
字

」（0846

）
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
韓
愈
に
は
、
武
元
衡
詩
に
唱
和
し
た
「
奉
和
武
相
公
鎭
蜀
時
詠
使

宅
韋
太
尉
所
養
孔
雀
」
が
あ
り
、
王
建
に
は
白
居
易
と
同
じ
四
文
字
を
用
い
た
和

韻
詩
「
和
武
門
下
傷
韋
令
孔
雀
」
が
あ
っ
た
。
白
居
易
は
、
元
和
期
、
武
元
衡
を

中
心
と
し
た
韓
愈
・
王
建
ら
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
和
韻
の
創
作
活
動
を
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宰
相
武
元
衡
へ
の
政
治
上
の
期
待
や
、
詩
業
を
通
じ

た
武
元
衡
と
の
関
係
性
は
、
太
子
左
賛
善
大
夫
と
い
う
閑
職
に
あ
っ
た
白
居
易
に

と
っ
て
、
人
生
好
転
へ
の
希
望
と
も
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
自
宅
近
く
で
起
き
た
テ
ロ
事
件
に
よ
っ
て
武
元
衡
は
亡
く
な
り
、
期

待
は
潰
え
、
関
係
性
も
、
突
然
、
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
の
衝
撃
や
、

公
・
私
双
方
の
立
場
に
お
け
る
失
望
は
大
き
く
、
憤
り
は
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
、
白
居
易
が
迅
速
に
上
奏
文
を
提
出
す
る
な
ど
、
事
件
に

積
極
的
に
関
わ
っ
た
当
時
の
心
情
や
状
況
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注

　
　

本
稿
で
引
用
す
る
白
居
易
の
作
品
の
訓
点
付
き
原
文
・
書
き
下
し
文
（
詩
）・
語

釈
・
通
釈
は
、
明
治
書
院�

新
釈
漢
文
大
系
の
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』（
以
降
、
岡
村

繁
『
白
氏
文
集
』
と
記
す
）
の
各
本
を
参
照
し
た
。「
訳
注
稿
」
は
、
同
書
「
ま
え

が
き
」
の
記
載
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
引
用
の
白
居
易
の
作
品
に
は
、
花
房
英

樹
『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』（
意
文
堂
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
に
よ
る
作
品
番

号
を
附
し
た
。
引
用
作
品
の
原
文
は
旧
字
体
、
書
き
下
し
文
は
通
行
の
字
体
を
用

い
た
。
引
用
し
た
参
考
文
献
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
字
体
に
拠
っ
た
。

1
	
植
木
久
行
「
唐
代
作
家
新
疑
年
録
（
8
）�

王
渙
・
王
仁
裕
・
欧
陽
詢
・
蘇
味

道
・
張
薦
・
鄭
虔
・
武
元
衡
・
李
吉
甫
・
李
嶠
」（『
文
経
論
叢
』「
人
文
学
科
篇
」

十
五
、一
九
九
二
年
）
一
四
三
頁
、『
舊
唐
書
』
巻
一
五
八
「
武
元
衡
傳
」（
中
華
書
局
）

四
一
五
九
〜
四
一
六
一
頁
、
傅
璇
琮
主
編
『
唐
才
子
傳
校
箋
』
二
「
武
元
衡
」（
中

華
書
局
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
七
〜
二
一
〇
頁
等
参
照
。

2
	
丁
福
保
輯
『
歷
代
詩
話
續
編
』
上
（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
九
八
頁
。

3
	
返
り
点
付
の
原
文
と
通
釈
は
、
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
五
・
訳
注
稿
：
愛
甲
弘

志
（
二
〇
〇
四
年
）
二
五
七
〜
二
八
四
頁
参
照
。
同
書
で
は
、
作
品
名
を
「
與
師
皐

書
（
師し

か
う皐

に
与
ふ
る
書
）」
と
し
て
い
る
。「
解
題
」
に
は
、「
虞
卿
」
は
本
名
だ
か
ら
、

恐
ら
く
こ
の
書
翰
の
原
名
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
北
宋
の
李
昉
等

奉
勅
編
『
文
苑
英
華
』
巻
六
九
二
引
文
に
従
っ
て
改
め
た
、
と
し
て
い
る
。
師
皐

は
楊
虞
卿
の
字
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
他
の
論
考
を
含
め
た
説
明
の
便
宜
上
、「
與

楊
虞
卿
書
」
を
用
い
る
。
同
作
品
の
は
じ
め
の
部
分
に
は
、
左
遷
の
詔
が
下
り
慌

た
だ
し
く
任
地
に
向
か
っ
た
際
の
様
子
・
事
件
当
時
の
宰
相
武
元
衡
の
悲
惨
な
最

期
・
朝
廷
の
狼
狽
ぶ
り
な
ど
に
つ
い
て
、「
及
二
僕
左
降
詔
下
一
、
明
日
而
東
。
足
下

從
二
城
西
一
來
、
抵
二
昭
國
坊
一
、
已
不
レ
及
矣
。
走
レ
馬
至
二
滻
水
一
、
才
及
二
一
執
一レ
手
、

憫
然
而
訣
、
言
不
レ
及
レ
他
。
邇
來
雖
二
手
札
一
二
往
來
一
、
亦
不
レ
過
下
問
二
衜
途
一
、

報
中
健
否
上
而
已
。
鬱
結
之
志
、
曠
然
未
レ
舒
、
思
三
－
欲
一
陳
二
左
右
者
一
久
矣
。
去

年
六
月
、
盜
殺
二
右
丞
相
於
通
衢
中
一
、
二
血
髓
一
、
磔
二
髮
肉
一
、
所
レ
不
レ
忍
レ
衜
。

合
朝
震
慄
、
不
レ
知
レ
所
レ
云
。」
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

4
	
平
岡
武
夫
『
中
国
詩
文
選
17�

白
居
易
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）
二
七
六

〜
二
九
三
頁
、
花
房
英
樹
『
人
と
思
想
87�

白
楽
天
』（
清
水
書
院
、
一
九
九
七
年
）

三
九
〜
四
四
頁
。
花
房
英
樹
『
白
居
易
研
究
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
七
一
年
）

三
五
四
頁
。
ま
た
、
な
ぜ
白
居
易
が
事
件
に
関
わ
っ
た
か
に
言
及
し
た
先
行
研
究

に
は
、
次
の
論
考
が
あ
る
。
川
合
康
三
『
白
楽
天
―
官
と
隠
の
は
ざ
ま
で
』「
第
3

章
諷
諭
と
閑
適
」（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
に
、「
上
書

一
三



の
提
出
が
越
権
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
白
楽
天
は
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
行
為
に
出
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
自
身
は
、
妻
の
い
と
こ
に
あ
た
る
楊よ

う

虞ぐ

卿け
い

に
寄
せ

た
書
翰
（「
楊
虞
卿
に
与
う
る
書
」）
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
臨
ん
で
黙
っ

て
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
記
し
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
不
本
意
な
閑
職
か
ら
脱

出
す
る
た
め
に
一
か
八
か
の
賭
け
に
出
た
、
と
勘
ぐ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
は
な

い
。
そ
の
任
で
な
い
の
に
危
険
を
顧
み
ず
上
書
す
る
ほ
ど
気
骨
あ
る
忠
臣
と
賞
賛

さ
れ
、
一
躍
し
て
朝
廷
の
主
流
に
抜
擢
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。」
と

あ
る
。
ま
た
、
静
永
健
『
白
居
易
「
諷
諭
詩
の
研
究
」』「
江
州
左
遷
と
諷
諭
詩
」（
勉

誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
五
三
頁
の
注
（
5
）
に
、「
白
居
易
が
何
故
こ
の
事
件

に
関
わ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
当
時
の
白
氏
の
住
所
を
按
ず
る
に
、
そ
こ

は
昭
国
坊
（
朱
雀
門
街
東
第
三
街
の
街
東
、
永
崇
坊
の
南
）
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
、

武
元
衡
邸
の
あ
っ
た
靖
安
坊
（
朱
雀
門
街
東
第
三
街
の
街
西
、
永
楽
坊
の
南
、
永
崇

坊
の
西
）
の
ち
ょ
う
ど
斜
め
向
か
い
と
な
る
。
そ
の
テ
ロ
事
件
は
、
白
居
易
に
と
っ

て
は
言
わ
ば
自
宅
の
す
ぐ
そ
ば
で
起
こ
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

5
	『
白
居
易
研
究
講
座
』
第
二
巻
（
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
）
三
一
七
頁
。

6
	
下
定
雅
弘
『
白
氏
文
集
を
読
む
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
六
年
）
五
六
〜
五
九
頁
。

な
お
、
同
書
一
〇
八
頁
の
注
（
13
）
に
は
、「
巻
三
十
七
・
三
十
八
（
紹
興
本
・
馬

本
の
巻
五
十
四
・
巻
五
十
五
）
の
制
詔
に
つ
き
、
那
波
本
・
紹
興
本
の
総
目
と
、
馬

本
の
総
目
お
よ
び
巻
題
で
は
、「
翰
林
制
誥
」
と
す
る
。「
制
詔
」
と
「
制
誥
」
が

ど
う
違
う
の
か
へ
の
言
及
は
、
管
見
で
は
見
い
だ
せ
な
い
。
那
波
本
・
紹
興
本
と

も
に
、
巻
題
で
は
、「
制
詔
」
と
な
っ
て
い
て
、「
制
詔
」
と
「
制
誥
」
の
区
別
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
以
下
、
本
章
で
は
、
巻
三
十
七
・
三
十
八
両
巻

の
制
を
総
称
す
る
場
合
は
、
諸
本
の
総
目
に
従
っ
て
、「
翰
林
制
誥
」
あ
る
い
は
「
制

誥
」
と
称
し
て
、
巻
三
十
七
〜
四
十
の
「
翰
林
制
詔
」
全
体
と
区
別
す
る
。」
と
あ
る
。

本
稿
で
は
、「
翰
林
制
詔
の
擬
制
」、「（
翰
林
制
詔
と
）
そ
の
擬
制
」
の
よ
う
に
称
す
。

7
	『
岑
仲
勉
史
學
論
文
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
）
一
七
〇
〜
二
四
一
頁
。「
除

武
元
衡
門
下
侍
郎
平
章
事
制
」（1807

）
に
つ
い
て
、
平
岡
武
夫
『
白
居
易
―
生
涯

と
歳
時
記
』（
朋
友
書
店
、
一
九
九
八
年
）
三
三
八
〜
三
三
九
頁
で
は
、
こ
の
作
品

は
、
元
和
八
年
三
月
、
武
元
衡
が
再
び
宰
相
の
任
に
つ
い
た
時
の
作
品
で
、
白
居

易
の
習
作
で
あ
り
、
同
じ
主
題
の
正
式
の
制
詞
が
、『
全
唐
文
』・『
文
苑
英
華
』・『
唐

大
詔
令
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
説
に

拠
る
。

8
	
注
6
（
以
下
、
同
じ
）
の
下
定
（
一
九
九
六
）
六
〇
頁
。

9
	
注
4
の
花
房
『
人
と
思
想
87�

白
楽
天
』（
一
九
九
七
）
三
〇
〜
三
二
頁
。

10�

	
注
7
の
平
岡
『
白
居
易
―
生
涯
と
歳
時
記
』（
一
九
九
八
）
三
二
五
頁
。

11�

	
下
定
（
一
九
九
六
）
九
八
〜
九
九
頁
。

12�

	
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
七
上
・
訳
注
稿
：
諸
田
龍
美
（
二
〇
〇
八
年
）
三
四
二

〜
三
四
三
頁
参
照
。

13�

	
注
12
に
同
じ
。
三
九
九
〜
四
〇
一
頁
参
照
。

14�

	
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
七
上
・
訳
注
稿
：
桐
島
薫
子
（
二
〇
〇
八
年
）
一
五
〇

〜
一
五
三
頁
参
照
。

15�

	
1
は
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
七
上
・
訳
注
稿
：
諸
田
龍
美
・
三
五
二
頁
参
照
。

2
は
同
書
四
・
訳
注
稿
：
竹
村
則
行
（
一
九
九
〇
年
）
五
四
二
頁
と
、
同
書
八
・

訳
注
稿
：
東
英
寿
（
二
〇
〇
六
年
）
一
四
頁
参
照
。
4
は
同
書
六
・
訳
注
稿
：
二

宮
俊
博
（
一
九
九
三
年
初
版
・
二
〇
〇
六
年
4
版
）
四
六
・
四
五
九
頁
と
、
同
書
七

上
・
訳
注
稿
：
桐
島
薫
子
・
五
頁
参
照
。
5
は
同
書
六
・
訳
注
稿
：
二
宮
俊
博
・

二
一
七
頁
と
、
同
書
七
上
・
訳
注
稿
：
桐
島
薫
子
・
七
七
〜
七
八
頁
参
照
。

16�

	
擬
制
で
あ
る
と
判
断
す
る
方
法
と
し
て
、
下
定
（
一
九
九
六
）
八
三
〜
八
七
頁

で
は
、
巻
三
十
八
「
除
廬
士
玫
劉
從
周
等
官
制
」（1796

）
に
つ
い
て
、
こ
の
制
の

用
語
が
他
の
翰
林
制
誥
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
、
擬
制
と
認
め
て
よ
い
有
力
な

一
証
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

17�
	
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
三
・
訳
注
稿
：
竹
村
則
行
（
一
九
八
八
年
）
二
六
七
頁

の
「
解
題
」
に
、「
武
相
公
が
韋
令
公
の
旧
池
の
孔
雀
に
感
じ
て
作
っ
た
詩
に
、
白

居
易
が
和
韻
し
た
詩
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

18�

	
斎
藤
茂
「
古
人
へ
の
唱
和
―
蘇
軾
「
和
陶
詩
」
を
中
心
に
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』

第
六
十
四
集
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
〇
頁
。

一
四



19�
	
朱
金
城
『
白
居
易
集
箋
校
』
二
（
上
海
古
籍
出
版
社
）
九
一
六
頁
。

20�
	
銭
仲
聯
『
韓
昌
黎
詩
繋
年
集
釋
』
下
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

八
七
九
〜
八
八
〇
頁
。

21�

	
尹
占
華
『
王
建
詩
集
校
注
』（
四
川
出
版
集
團
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
六
年
）

二
二
四
、六
二
二
頁
。

22�

	『
舊
唐
書
』
巻
一
四
〇
「
韋
皐
傳
」
三
八
二
一
〜
三
八
二
六
頁
、
小
川
環
樹
編

『
唐
代
の
詩
人
―
そ
の
傳
記
』
所
収
の
西
村
富
美
子
「
薛
濤
傳
」（
大
修
館
書
店
、

一
九
九
四
年
）
三
五
四
〜
三
五
五
頁
、
布
目
潮
渢
・
中
村
喬
『
唐
才
子
傳
の
研
究
』

（
大
阪
大
學
文
學
部
内
ア
ジ
ア
史
研
究
會
、
一
九
七
二
年
）
三
四
四
〜
三
四
七
頁
、

傅
璇
琮
主
編
『
唐
才
子
傳
校
箋
』
三
（
一
九
九
〇
年
）
一
〇
二
〜
一
〇
四
頁
、
中
島

驍
『
漢
詩
大
系
15
魚
玄
機
・
薛
濤
』（
集
英
社
、
一
九
七
五
年
）
一
八
六
〜
一
八
七

頁
等
参
照
。

23�

	『
全
唐
詩
』
巻
三
一
六
「
武
元
衡
一
」（
中
華
書
局
）、
三
五
五
〇
〜
三
五
五
一
頁
。

第
五
句
の
「
徹
」
は
、
陳
貽
焮
主
編
・
郝
世
峰
本
冊
主
編
『
増
訂
注
釈�

全
唐
詩
』
二
（
文

化
藝
術
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
一
四
一
頁
の
解
釈
「
指

奏
琴
瑟
終
了
。」
に

拠
る
。

24�

	
注
1
の
傅
璇
琮
（
一
九
八
九
）「
韓
愈
」
四
三
四
〜
四
五
八
頁
、
川
合
康
三
・
緑

川
英
樹
・
好
川
聡
編
『
韓
愈
詩
訳
註
』
第
二
冊
所
収
の
斎
藤
茂
「
韓
愈
小
伝
」
及

び
「
韓
愈
年
譜
」（
研
文
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
五
三
一
〜
五
六
四
頁
等
参
照
。

25�

	『
舊
唐
書
』
巻
一
六
〇
「
韓
愈
傳
」
四
一
九
六
〜
四
一
九
八
頁
に
「
愈
自
以
才
高
、

累
被
擯
黜
、
作
進
學
解
以
自
喩
曰
、（
中
略
）
執
政
覽
其
文
而
憐
之
、
以
其
有
史
才
、

改
比
部
郎
中
、
史
館
修
撰
。」
と
あ
る
。

26�

	『
漢
籍
国
字
解
全
書�

先
哲
遺
著
』
第
十
二
巻
所
収
『
古
文
眞
寶
後
集
諺
解
大
成
』

（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
八
年
）
一
四
〇
〜
一
四
一
頁
。
前
野
直
彬
『
韓
愈

の
生
涯
』（
秋
山
書
店
、
一
九
七
六
年
）
一
三
一
頁
も
同
じ
。

27�

	
注
20
の
銭
（
一
九
八
四
）
八
七
九
〜
八
八
〇
頁
、
注
23
の
陳
・
郝
（
二
〇
〇
一
）

一
四
〇
八
頁
、
久
保
天
随
『
続
国
訳
漢
文
大
成　

韓
退
之
全
詩
集
』
下
（
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
、
林
徳
保
・
李
俊
主
編
『
詳

注
全
唐
詩
』
上
（
大
連
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
一
三
一
〇
頁
等
参
照
。

28�

	
注
17
に
同
じ
。
二
六
七
〜
二
六
八
頁
参
照
。

29�

	
王
建
に
は
、
関
連
し
た
作
品
で
あ
る
「
傷
韋
令
孔
雀
詞
（
韋
令
の
孔
雀
を
傷
む

詞
）」
も
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
可
憐
孔
雀
初
得
時
、
美
人
爲
爾
別
開
池
。
池
邊

鳳
凰
作
伴
侶
、
羌
聲
鸚
鵡
無
言
語
。
雕
籠
玉
架
嫌
不
棲
、
夜
夜
思
歸
向
南
舞
。
如

今
憔
悴
人
見
惡
、
萬
里
更
求
新
孔
雀
。
熱
眠
雨
水
飢
食
蟲
、
翠
尾
盤
泥
金
彩
落
。

多
時
人
養
不
解
飛
、
海
山
風
黑
何
處
歸
。」
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
王
宗
堂

『
王
建
詩
集
校
注
』（
中
州
古
籍
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
六
六
〜
六
七
頁
で
は
、「
武

元
衡
于
元
和
八
年
三
月
入
朝
复
相
时
，
将
他
的
伤
韦
令
孔
雀
诗
出
示
朝
士
，
长
安

诗
人
多
有
和
作
。
王
建
当
时
正
在
长
安
多
方
求
荐
，
等
候
任
命
，
也
写
了
《
和
武

门
下
伤
韦
令
孔
雀
》
诗
，
和
这
一
首
即
事
名
篇
的
新
题
乐
府
《
伤
韦
令
孔
雀
词
》。」

と
の
注
釈
を
付
し
て
い
る
。

30�

	
注
22
の
、
小
川
（
一
九
九
四
）
所
収　

萩
野
脩
二
「
王
建
傳
」
三
五
七
〜
三
六
三

頁
、
布
目
・
中
村
（
一
九
七
二
）
二
二
二
〜
二
二
五
頁
等
参
照
。

31�

	
第
八
句
「
君
」
は
、
注
23
の
陳
・
郝
（
二
〇
〇
一
）
一
〇
二
一
頁
の
解
釈
「
指

孔
雀
」
に
拠
る
。
そ
の
他
、
注
27
の
林
・
李
（
一
九
九
七
）
一
一
五
五
頁
、
注
29

の
王
（
二
〇
〇
六
）
二
六
九
〜
二
七
〇
頁
等
参
照
。
ま
た
、
寇
研
『
大
唐
孔
雀
薛

涛
和
文
青
的
中
唐
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）、
九
〇
頁
で
は
、
韓
愈
・

白
居
易
・
王
建
の
詩
に
つ
い
て
、「
细
观
这
几
首
唱
和
诗
歌
，
都
从
不
同
角
度
写
韦

幕
孔
雀
的
憔
悴
容
颜
」
と
述
べ
て
い
る
。

謝
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本
稿
は
、
九
州
大
学
・
久
留
米
大
学
名
誉
教
授
の
岡
村
繁
先
生
か
ら
『
白
氏
文
集
』

巻
三
十
七
・
三
十
八
訳
注
の
ご
依
頼
を
受
け
て
取
り
組
ん
だ
際
に
着
想
し
、
そ
の
後
、

関
連
の
調
査
を
進
め
、
こ
の
度
、
論
考
と
し
て
ま
と
め
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、

別
巻
の
訳
注
を
担
当
さ
れ
て
い
た
椙
山
女
学
園
大
学
教
授
の
二
宮
俊
博
先
生
を
は
じ
め

諸
先
生
方
よ
り
、
ご
教
示
や
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

一
五



	

（
き
り
し
ま　

か
お
る
こ
：
日
本
語
・
日
本
文
学
科　

教
授
）

図
Ⅰ　
下
定
雅
弘
『
白
氏
文
集
を
読
む
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
六
年
）
五
八
頁
よ
り

一
六


